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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つのヒンジと、前記少なくとも２つのヒンジに連結される連結バーと、を
備え、
　各ヒンジは、本体の内面に取り付けられる本体側部材と、扉の背面に取り付けられる扉
側部材と、前記本体側部材と前記扉側部材に回転可能に連結される主アームと、前記本体
側部材と前記扉側部材に回転可能に連結される第１リンクと、前記本体側部材と前記扉側
部材に回転可能に連結される第２リンクと、を有し、
　前記本体側部材に対する前記主アーム、前記第１リンク及び前記第２リンクの回転の中
心である３つの第１軸が軸方向視において三角形の頂点に配置され、
　前記扉側部材に対する前記主アーム、前記第１リンク及び前記第２リンクの回転の中心
である３つの第２軸が前記軸方向視において三角形の頂点に配置され、
　前記主アームが屈曲部を有し、
　前記扉を閉じ位置と開き位置との間で平行移動させる扉開閉装置において、
　前記連結バーが前記主アームの前記扉側に取り付けられると共に、前記扉が閉じ位置に
ある状態の前記扉の正面視において、前記連結バーの幅方向の中心が、前記主アームの前
記第１軸と前記主アームの前記第２軸との間の中心よりも前記第２軸側に配置される扉開
閉装置。
【請求項２】
　前記第１リンクが前記主アームの前記軸方向の一方側に前記主アームからずれて配置さ
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れ、
　前記第２リンクが前記主アームの前記軸方向の他方側に前記主アームからずれて配置さ
れることを特徴とする請求項１に記載の扉開閉装置。
【請求項３】
　前記主アームは、断面コ字状のアーム本体と、前記アーム本体に締結される断面コ字状
のアシストアームと、を有して、断面四角形の筒状に形成されることを特徴とする請求項
１又は２に記載の扉開閉装置。
【請求項４】
　前記主アームには、前記軸方向視における前記主アームと前記第１リンクとの間の隙間
、及び前記軸方向視における前記主アームと前記第２リンクとの間の隙間を小さくし又は
無くす指挟み防止カバーが取り付けられることを特徴とする請求項２に記載の扉開閉装置
。
【請求項５】
　前記主アームには、前記主アームと前記第１リンクとの間の軸方向隙間、及び前記主ア
ームと前記第２リンクとの間の軸方向隙間を小さくし又は無くすように、指挟み防止カバ
ーが取り付けられることを特徴とする請求項２又は４に記載の扉開閉装置。
【請求項６】
　本体の内面に取り付けられる本体側部材と、扉の背面に取り付けられる扉側部材と、前
記本体側部材と前記扉側部材に回転可能に連結される主アームと、前記本体側部材と前記
扉側部材に回転可能に連結される第１リンクと、前記本体側部材と前記扉側部材に回転可
能に連結される第２リンクと、を有し、
　前記本体側部材に対する前記主アーム、前記第１リンク及び前記第２リンクの回転の中
心である３つの第１軸が軸方向視において三角形の頂点に配置され、
　前記扉側部材に対する前記主アーム、前記第１リンク及び前記第２リンクの回転の中心
である３つの第２軸が前記軸方向視において三角形の頂点に配置され、
　前記主アームが屈曲部を有し、
　前記扉を閉じ位置と開き位置との間で平行移動させるヒンジにおいて、
　連結バーが取り付けられる前記主アームの取付け部が、前記主アームの前記扉側に配置
されると共に、前記扉が閉じ位置にある状態の前記扉の正面視において、前記取付け部の
幅方向の中心が、前記主アームの前記第１軸と前記主アームの前記第２軸との間の中心よ
りも前記第２軸側に配置されるヒンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉を閉じ位置と開き位置との間で平行移動させる扉開閉装置及びヒンジに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　出願人は、この種の扉開閉装置として、図１１に示す扉開閉装置を提案している（特許
文献１参照）。この扉開閉装置は、一対のヒンジ５１ａ，５１ｂと、一対のヒンジ５１ａ
，５１ｂに連結される連結バー５２と、を備える。
【０００３】
　図１２に示すように、各ヒンジ５１ａ，５１ｂは、本体５３の内面に取り付けられる本
体側部材５５と、扉５４の背面に取り付けられる扉側部材５６と、本体側部材５５と扉側
部材５６に回転可能に連結される主アーム５８と、本体側部材５５と扉側部材５６に回転
可能に連結される第１リンク５７と、本体側部材５５と扉側部材５６に回転可能に連結さ
れる第２リンク５９と、を備える。本体側部材５５に対する主アーム５８、第１リンク５
７及び第２リンク５９の回転中心である３つの第１軸５８ａ，５７ａ，５９ａは、軸方向
視において三角形の頂点に配置される。同様に、扉側部材５６に対する主アーム５８、第
１リンク５７及び第２リンク５９の回転中心である３つの第２軸５８ｂ，５７ｂ，５９ｂ
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は、軸方向視において三角形の頂点に配置される。
【０００４】
　本体側部材５５、扉側部材５６、主アーム５８及び第１リンク５７は、機構学上の平行
リンク機構（平行クランク機構とも呼ばれる）を構成する。このため、扉５４が閉じ位置
と開き位置との間を平行移動する。ただし、本体側部材５５、扉側部材５６、主アーム５
８及び第１リンク５７だけだと、扉５４の開閉に伴って思案点が生じることがあり、機構
が不安定になる。このため、第２リンク５９を付加し、機構が不安定になるのを防止して
いる。
【０００５】
　図１２（ｂ）に示すように、主アーム５８は、屈曲部５８ｃを有する。扉５４の開き位
置において、主アーム５８が本体５３に干渉したり、図示しない隣の扉に干渉したりする
のを防止するためである。
【０００６】
　図１１に示すように、一対のヒンジ５１ａ，５１ｂの主アーム５８には、連結バー５２
が連結される。扉５４が重くても、一対のヒンジ５１ａ，５１ｂを連動させ、扉５４を安
定的に開閉するためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許５２９１８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、図１１に示すように、従来の扉開閉装置においては、連結バー５２が主アーム
５８の本体５３側に、かつ主アーム５８の屈曲部５８ｃの近傍に取り付けられる。連結バ
ー５２は、本体５３の上から下まで通っているので、連結バー５２が収納の邪魔になり、
本体５３の収納空間が狭くなるという課題がある。
【０００９】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、本体の収納空間を広くすることができ
る扉開閉装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、少なくとも２つのヒンジと、前記少な
くとも２つのヒンジに連結される連結バーと、を備え、各ヒンジは、本体の内面に取り付
けられる本体側部材と、扉の背面に取り付けられる扉側部材と、前記本体側部材と前記扉
側部材に回転可能に連結される主アームと、前記本体側部材と前記扉側部材に回転可能に
連結される第１リンクと、前記本体側部材と前記扉側部材に回転可能に連結される第２リ
ンクと、を有し、前記本体側部材に対する前記主アーム、前記第１リンク及び前記第２リ
ンクの回転の中心である３つの第１軸が軸方向視において三角形の頂点に配置され、前記
扉側部材に対する前記主アーム、前記第１リンク及び前記第２リンクの回転の中心である
３つの第２軸が前記軸方向視において三角形の頂点に配置され、前記主アームが屈曲部を
有し、前記扉を閉じ位置と開き位置との間で平行移動させる扉開閉装置において、前記連
結バーが前記主アームの前記扉側に取り付けられると共に、前記扉が閉じ位置にある状態
の前記扉の正面視において、前記連結バーの幅方向の中心が、前記主アームの前記第１軸
と前記主アームの前記第２軸との間の中心よりも前記第２軸側に配置される扉開閉装置で
ある。
【００１１】
　本発明の他の態様は、本体の内面に取り付けられる本体側部材と、扉の背面に取り付け
られる扉側部材と、前記本体側部材と前記扉側部材に回転可能に連結される主アームと、
前記本体側部材と前記扉側部材に回転可能に連結される第１リンクと、前記本体側部材と
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前記扉側部材に回転可能に連結される第２リンクと、を有し、前記本体側部材に対する前
記主アーム、前記第１リンク及び前記第２リンクの回転の中心である３つの第１軸が軸方
向視において三角形の頂点に配置され、前記扉側部材に対する前記主アーム、前記第１リ
ンク及び前記第２リンクの回転の中心である３つの第２軸が前記軸方向視において三角形
の頂点に配置され、前記主アームが屈曲部を有し、前記扉を閉じ位置と開き位置との間で
平行移動させるヒンジにおいて、連結バーが取り付けられる前記主アームの取付け部が、
前記主アームの前記扉側に配置されると共に、前記扉が閉じ位置にある状態の前記扉の正
面視において、前記取付け部の幅方向の中心が、前記主アームの前記第１軸と前記主アー
ムの前記第２軸との間の中心よりも前記第２軸側に配置されるヒンジである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、連結バーを閉じ位置にある扉の背面に近づけることができる。このた
め、本体の収納空間を広くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態の扉開閉装置を使用したキャビネットの正面側斜視図である
（図１（ａ）は扉の閉じ位置、図１（ｂ）は扉の中間位置、図１（ｃ）は扉の開き位置を
示す）。
【図２】上記キャビネットの背面側斜視図である（図２（ａ）は扉の閉じ位置、図２（ｂ
）は扉の中間位置、図２（ｃ）は扉の開き位置を示す）。
【図３】本実施形態のヒンジの斜視図である（図３（ａ）は本体側から見たヒンジの斜視
図を示し、図３（ｂ）は扉側から見たヒンジの斜視図を示す）。
【図４】本実施形態のヒンジの分解斜視図である。
【図５】本実施形態の主アームの斜視図である（図５（ａ）はアーム本体にアシストアー
ムを組み込んだ状態を示し、図５（ｂ）はアーム本体からアシストアームを取り外した状
態を示す）。
【図６】本実施形態のヒンジの詳細図である（図６（ａ）は平面図、図６（ｂ）は右側面
図、図６（ｃ）は底面図、図６（ｄ）は左側面図である）。
【図７】本実施形態のヒンジの断面図である（図７（ａ）は図６（ｂ）のＡ－Ａ断面図で
あり、図７（ｂ）は図６（ｂ）のＢ－Ｂ断面図である）。
【図８】本実施形態の扉開閉装置の平面図である（図８（ａ）は扉の閉じ位置、図８（ｂ
）は扉の中間位置、図８（ｃ）は扉の開き位置を示す）。
【図９】本実施形態の扉開閉装置の平面図である。
【図１０】棚を取り付けたキャビネットの背面側斜視図である。
【図１１】従来の扉開閉装置の斜視図である。
【図１２】従来の扉開閉装置のヒンジの平面図である（図１２（ａ）は扉の閉じ位置、図
１２（ｂ）は扉の開き位置を示す）。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面に基づいて、本発明の実施形態の扉開閉装置を詳細に説明する。ただし
、本発明の扉開閉装置は種々の形態で具体化することができ、本明細書に記載される実施
形態に限定されるものではない。本実施形態は、明細書の開示を十分にすることによって
、当業者が発明の範囲を十分に理解できるようにする意図をもって提供されるものである
。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態の扉開閉装置１を使用したキャビネットの正面側斜視図（
扉４を２点鎖線で示す）であり、図２はキャビネットの背面側斜視図（本体５の一部を破
断線で示す）である。なお、以下では、説明の便宜上、扉４を正面視したときの方向、す
なわち図に示す前後、上下、左右の各方向を用いて扉開閉装置１の構成を説明する。もち
ろん、扉開閉装置１の配置は、これに限られるものではない。



(5) JP 6851704 B2 2021.3.31

10

20

30

40

50

【００１６】
　図１（ａ）は扉４の閉じ位置、図１（ｂ）は扉４の中間位置、図１（ｃ）は扉４の開き
位置を示す。２ａは上側のヒンジ、２ｂは下側のヒンジ、３はヒンジ２ａとヒンジ２ｂを
連結する連結バーである。扉開閉装置１は、一対のヒンジ２ａ，２ｂと、一対のヒンジ２
ａ，２ｂに連結される連結バー３と、を備える。扉４を図１（ａ）に示す閉じ位置から手
前に引き出すと、扉４が平行を保ちながら回転運動し、図１（ｂ）に示す中間位置（前方
への最大持ち出し位置）を通過し、図１（ｃ）に示す開き位置まで開く。開き位置では、
本体５の間口の全体が開く。
【００１７】
　逆に、扉４を図１（ｃ）に示す開き位置から手前に引き出すと、扉４が平行を保ちなが
ら回転運動し、図１（ｂ）に示す中間位置を通過し、図１（ａ）に示す閉じ位置まで閉ま
る。ヒンジ２ａ，２ｂには、後述するキャッチ機構とダンパ機構とが組み込まれる。扉４
は閉じ位置の手前において、キャッチ機構によって自動的に閉じるようになると共に、ダ
ンパ機構によってソフトに閉じ位置まで閉まるようになる。
【００１８】
　ヒンジ２ａは、本体５の側板５ａの内面に取り付けられる本体側部材１１と、扉４の背
面に取り付けられる扉側部材１２と、本体側部材１１と扉側部材１２に回転可能に連結さ
れる主アーム１３と、本体側部材１１と扉側部材１２に回転可能に連結される第１リンク
１４と、本体側部材１１と扉側部材１２に回転可能に連結される第２リンク１５と、を備
える。主アーム１３、第１リンク１４及び第２リンク１５は、屈曲部を有し、への字状に
折れ曲がっている。図２（ｃ）に示すように、扉４の開き位置において、本体５の側板５
ａと干渉したり、図示しない隣の扉と干渉したりするのを防止するためである。
【００１９】
　ヒンジ２ａとヒンジ２ｂとは、同一であるか又は天地対称に構成される。以下では、ヒ
ンジ２ａの構成のみを説明し、ヒンジ２ｂについてはその説明を省略する。
【００２０】
　図３（ａ）は、本体５側から見たヒンジ２ａの斜視図を示し、図３（ｂ）は、扉４側か
ら見たヒンジ２ａの斜視図を示す。第１リンク１４は、主アーム１３の軸方向（図３（ａ
）の上下方向）の一方側（上側）に主アーム１３からずれて配置される。第２リンク１５
は、主アーム１３の軸方向（上下方向）の他方側（下側）に主アーム１３からずれて配置
される。
【００２１】
　図４は、ヒンジの分解斜視図を示す。１１は本体側部材、１２は扉側部材、１３は主ア
ーム、１４は第１リンク、１５は第２リンクである。
【００２２】
　まず、扉開閉装置１のリンク機構を説明する。主アーム１３の一端部は、本体側部材１
１に第１軸１３ａを中心に回転可能に連結される。主アーム１３の他端部は、扉側部材１
２に第２軸１３ｂを中心に回転可能に連結される。第１リンク１４の一端部は、本体側部
材１１に第１軸１４ａを中心に回転可能に連結される。第１リンク１４の他端部は、扉側
部材１２に第２軸１４ｂを中心に回転可能に連結される。同様に、第２リンク１５の一端
部は、本体側部材１１に第１軸１５ａを中心に回転可能に連結される。第２リンク１５の
他端部は、扉側部材１２に第２軸１５ｂを中心に回転可能に連結される。
【００２３】
　主アーム１３の第１軸１３ａと第２軸１３ｂとのピッチ、第１リンク１４の第１軸１４
ａと第２軸１４ｂとのピッチ、及び第２リンク１５の第１軸１５ａと第２軸１５ｂとのピ
ッチは、互いに等しい。３つの第１軸１３ａ，１４ａ，１５ａは、軸方向視において、三
角形の頂点に配置される。３つの第２軸１３ｂ，１４ｂ，１５ｂも、軸方向視において、
三角形の頂点に配置される。図８に示すように、扉４が開閉する際、第１軸１３ａ，１４
ａ，１５ａによって構成される三角形ｔ１（図８（ａ）参照）と、第２軸１３ｂ，１４ｂ
，１５ｂによって構成される三角形ｔ２（図８（ａ）参照）とは、平行を保ち、扉４が閉
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じ位置と開き位置との間を平行移動する。
【００２４】
　次に、扉開閉装置１の各部の構成を説明する。図４に示すように、本体側部材１１は、
ねじ等の締結部材によって本体５に固定されるプレート２１と、ねじ等の締結部材によっ
てプレート２１に前後位置を調節可能に固定されるブラケット２２と、を備える。ブラケ
ット２２は、断面コ字状である。ブラケット２２の互いに対向する一対の側板２２ａ，２
２ｂがプレート２１のスリット２１ａから突出する。側板２２ａと側板２２ｂには、主ア
ーム１３の第１軸１３ａが挿入される穴が形成される。側板２２ａには、第１リンク１４
の第１軸１４ａが挿入される穴が形成される。側板２２ｂには、第２リンク１５の第１軸
１５ａが挿入される穴が形成される。主アーム１３は、一対の側板２２ａ，２２ｂの間に
配置される。第１リンク１４と第２リンク１５は、一対の側板２２ａ，２２ｂの軸方向の
外側に配置される。
【００２５】
　プレート２１に対するブラケット２２の前後位置を調節することで、扉４の前後位置を
調節できる。調節後、本体側部材１１には、座金カバー２３（図７（ａ）参照）が取り付
けられる。
【００２６】
　図４に示すように、扉側部材１２は、ねじ等の締結部材によって扉４に固定されるプレ
ート２４と、ねじ等の締結部材によってプレート２４に左右位置及び上下位置を調節可能
に固定されるブラケット２５と、ねじ等の締結部材によってブラケット２５に傾き調節可
能に固定される角度調節プレート２６と、ねじ等の締結部材によって角度調節プレート２
６に固定されるカム２７と、を備える。
【００２７】
　ブラケット２５、角度調節プレート２６及びカム２７は、いずれも断面コ字状に形成さ
れる。角度調節プレート２６の側板２６ａと側板２６ｂには、主アーム１３の第２軸１３
ｂが挿入される穴が形成される。側板２６ａには、第１リンク１４の第２軸１４ｂが挿入
される穴が形成される。側板２６ｂには、第２リンク１５の第２軸１５ｂが挿入される穴
が形成される。主アーム１３は、角度調節プレート２６の一対の側板２６ａ，２６ｂの間
に配置される。第１リンク１４と第２リンク１５は、ブラケット２５の一対の側板の軸方
向の外側に配置される。
【００２８】
　プレート２４に対するブラケット２５の左右位置及び上下位置を調節することで、扉４
の左右位置及び上下位置を調節できる。ブラケット２５に対する角度調節プレート２６の
傾きを調節することで、扉４の傾きを調節できる。調節後、扉側部材１２には、座金カバ
ー２８（図７（ａ）参照）が取り付けられる。
【００２９】
　図４に示すように、主アーム１３は、アーム本体３１と、アシストアーム３２と、キャ
ッチ機構３３と、ダンパ機構３４と、を備える。
【００３０】
　図５に示すように、アーム本体３１は、への字状であり、屈曲部３１ａを境にして、直
線状の短辺部３１ｃと、直線状の長辺部３１ｂと、を有する。アーム本体３１の長辺部３
１ｂは、断面コ字状であり、対向する一対の側板３１ｂ１と、一対の側板３１ｂ１を連結
する連結板３１ｂ２と、を有する。長辺部３１ｂの一対の側板３１ｂ１には、連結バー３
が取り付けられる取付け部３１ｄが一体に形成される。アーム本体３１は、金属板をプレ
スして製造される。
【００３１】
　図５に示すように、アシストアーム３２は、断面コ字状であり、対向する一対の側板３
２ａと、一対の側板３２ａを連結する連結板３２ｂと、を有する。アシストアーム３２は
、金属板をプレスして製造される。アシストアーム３２をアーム本体３１の側板３１ｂ１
間に差し込むことで、主アーム１３が断面四角形の筒状に形成される。
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【００３２】
　図４に示すように、アーム本体３１の短辺部３１ｃの一対の側板間には、略Ｌ字状の樹
脂製のスペーサ３６が差し込まれる。アシストアーム３２とスペーサ３６は、ねじによっ
てアーム本体３１に固定される。アシストアーム３２とスペーサ３６は、主アーム１３の
強度を向上させる。
【００３３】
　図７（ａ）に示すように、スペーサ３６には、ダンパ機構３４が挿入される穴３６ａが
形成される。ダンパ機構３４は、リニアダンパ３８と、ダンパホルダ３７と、を備える。
ダンパホルダ３７は、有底筒状である。ダンパホルダ３７には、リニアダンパ３８が収容
される。本体側部材１１には、ダンパストッパ３９が取り付けられる。扉４が閉じ位置近
傍まで閉まると、ダンパホルダ３７がダンパストッパ３９に当たり、ダンパ力が発生する
。
【００３４】
　図４に示すように、アーム本体３１とアシストアーム３２との間の筒状の空間には、キ
ャッチ機構３３が組み込まれる。キャッチ機構３３は、圧縮ばね４１と、ばねケース４２
と、ローラ４３と、を備える。図７（ａ）（ｂ）に示すように、ばねケース４２は、主ア
ーム１３に長さ方向に移動可能に設けられる。ばねケース４２には、ローラ４３が回転可
能に設けられる。圧縮ばね４１は、ローラ４３を扉側部材１２のカム２７に付勢する。図
７（ａ）に示すように、扉４が閉じ位置近傍まで閉まると、ローラ４３がカム２７の凹部
に嵌まり、扉４が自動的に閉まるようになる。扉４が開き、ローラ４３がカム２７の円弧
面に当接すると、扉４の任意の開き角が維持される。
【００３５】
　図４に示すように、第１リンク１４は、への字状であり、屈曲部１４ｃを挟んで、直線
状の短辺部１４ｅと、直線状の長辺部１４ｄと、を有する。第１リンク１４は、板状であ
る。第２リンク１５も、への字状であり、屈曲部１５ｃを挟んで、直線状の短辺部１５ｅ
と、直線状の長辺部１５ｄと、を有する。第２リンク１５も、板状である。
【００３６】
　指挟み防止カバー４１は、への字状であり、上カバー４１ａと、下カバー４１ｂと、を
備える。上カバー４１ａ及び下カバー４１ｂそれぞれは、主アーム１３と同様に、屈曲部
を境にして、直線状の長辺部と、直線状の短辺部と、を有する。上カバー４１ａは、主ア
ーム１３の上部に取り付けられる。下カバー４１ｂは、主アーム１３の下部に取り付けら
れる。上カバー４１ａと下カバー４１ｂは、主アーム１３を包み込む。上カバー４１ａと
下カバー４１ｂには、第１軸１３ａと第２軸１３ｂが貫通する穴４２ａ，４２ｂが形成さ
れる。４３ａ，４３ｂはカラーである。上カバー４１ａと下カバー４１ｂそれぞれの幅（
長さ方向と直交する方向の幅）は、主アーム１３の幅よりも広い。
【００３７】
　図８に示すように、指挟み防止カバー４１は、軸方向視における主アーム１３と第１リ
ンク１４との間の隙間を無くし、かつ軸方向視における主アーム１３と第２リンク１５と
の間の隙間を無くす。扉４の閉じ位置から開き位置までの間ずっと、軸方向視における指
挟み防止カバー４１と第１リンク１４との間に隙間が発生することが無く、軸方向視にお
ける指挟み防止カバー４１と第２リンク１５との間に隙間が発生することが無い。
【００３８】
　また、図６（ｂ）（ｄ）に示すように、指挟み防止カバー４１は、主アーム１３と第１
リンク１４との間の軸方向隙間を少なくし又は無くし、かつ主アーム１３と第２リンク１
５との間の軸方向隙間を少なくし又は無くす。指挟み防止カバー４１と第１リンク１４と
の間の軸方向隙間δ１及び指挟み防止カバー４１と第２リンク１５との間の軸方向隙間δ
２は、例えば０ｍｍ以上２ｍｍ以下である。
【００３９】
　図１に示すように、上下一対のヒンジ２ａ，２ｂには、ねじ等の締結部材によって上下
方向に延びる板状の連結バー３が取り付けられる。図９に示すように、連結バー３は、主
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アーム１３の取付け部３１ｄに取り付けられる。連結バー３の取付け方法は、特に限定さ
れるものではない。例えば、取付け部３１ｄの４隅にねじを貫通させ、ねじに四角ナット
を螺合させ、連結バー３の溝を四角ナットに合わせて挿入し、当該ねじを締めることで、
連結バー３を取付け部３１ｄに取り付けることができる。
【００４０】
　取付け部３１ｄは、主アーム１３の扉４側に配置される。連結バー３は、主アーム１３
の扉４側に取り付けられる。また、扉４が閉じ位置にある状態の正面視（図９の白抜きの
矢印Ａで示す）において、取付け部３１ｄの幅方向の中心Ｂ´及び連結バー３の幅方向の
中心Ｂは、主アーム１３の第１軸１３ａと主アーム１３の第２軸１３ｂとの間の中心Ｃよ
りも第２軸１３ｂ側に配置される。この実施形態では、取付け部３１ｄの全体及び連結バ
ー３の全体が中心Ｃよりも第２軸１３ｂ側に配置される。図８に示すように、扉４の閉じ
位置から開き位置までの間ずっと、連結バー３は第１リンク１４及び第２リンク１５より
も開き方向の前方に位置し、連結バー３は第１リンク１４及び第２リンク１５に干渉する
ことがない。
【００４１】
　以上に本実施形態の扉開閉装置１の構成を説明した。本実施形態の扉開閉装置１によれ
ば、以下の効果を有する。
【００４２】
　主アーム１３は屈曲部３１ａを有し、主アーム１３は第２軸１３ｂに近づくにつれて扉
４に近づく。連結バー３を主アーム１３の扉４側にかつ第２軸１３ｂ側に配置するので、
連結バー３を扉４の背面に近づけることができる。このため、本体５の収納空間を広くす
ることができる。
【００４３】
　また、連結バー３を第２軸１３ｂに近づけて配置するので、例えば、図１０に示すよう
に、本体５の側板５ａに棚５ｂを取り付けても、棚５ｂが連結バー３に干渉するのを防止
できる。
【００４４】
　第１リンク１４を主アーム１３の軸方向の一方側に配置し、第２リンク１５を主アーム
１３の軸方向の他方側に配置するので、扉開閉装置１の強度を確保できると共に、扉開閉
装置１をコンパクトにすることができる。
【００４５】
　主アーム１３が、断面コ字状の金属製のアーム本体３１と、アーム本体３１に締結され
る断面コ字状の金属製のアシストアーム３２と、を有して、断面四角形の筒状に形成され
るので、主アーム１３の強度を確保することができる。
【００４６】
　主アーム１３に、主アーム１３と第１リンク１４との間の隙間（軸方向視における隙間
及び軸方向隙間δ１，δ２）を小さくし又は無くす指挟み防止カバー４１を取り付けるの
で、これらの隙間に指を挟むのを防止できる。主アーム１３と第２リンク１５との間の隙
間についても同様である。
【００４７】
　なお、本発明は、上記実施形態に具現化されるのに限られることはなく、本発明の要旨
を変更しない範囲で様々な実施形態に具現化可能である。
【００４８】
　上記実施形態では、扉開閉装置を本体の側板に取り付け、扉を左右に開閉しているが、
扉開閉装置を本体の上板又は下板に取り付け、扉を上下に開閉することもできる。
【００４９】
　上記実施形態では、一対のヒンジに連結バーを取り付けているが、３つ以上のヒンジに
連結バーを取り付けることもできる。
【００５０】
　上記実施形態では、軸方向視において指挟み防止カバーと第１リンクとの間の隙間が存
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ーと第２リンクとの間の隙間も同様である。
【００５１】
　本明細書は、２０１８年１０月２３日出願の特願２０１８－１９８９９９に基づく。こ
の内容はすべてここに含めておく。
【符号の説明】
【００５２】
　１…扉開閉装置
　２ａ，２ｂ…ヒンジ
　３…連結バー
　４…扉
　５…本体
　１１…本体側部材
　１２…扉側部材
　１３…主アーム
　１３ａ…主アームの第１軸
　１３ｂ…主アームの第２軸
　１４…第１リンク
　１４ａ…第１リンクの第１軸
　１４ｂ…第１リンクの第２軸
　１５…第２リンク
　１５ａ…第２リンクの第１軸
　１５ｂ…第２リンクの第２軸
　３１…アーム本体
　３１ａ…主アームの屈曲部
　３２…アシストアーム
　４１…指挟み防止カバー
　Ａ…扉の正面視
　Ｂ…連結バーの幅方向の中心
　Ｃ…主アームの第１軸と第２軸との間の中心



(10) JP 6851704 B2 2021.3.31

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 6851704 B2 2021.3.31

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 6851704 B2 2021.3.31

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(13) JP 6851704 B2 2021.3.31

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－２４２４２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２１２０９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公昭６０－１９２５８（ＪＰ，Ｙ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０５Ｄ　　　３／０６－　３／１８　　　　
              Ｅ０５Ｄ　　１５／２８－１５／３４
              Ｅ０６Ｂ　　　７／３６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

